
（４） 

都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路    橿原高取橿原高取橿原高取橿原高取線の変更理由書線の変更理由書線の変更理由書線の変更理由書  １．路線の概要 都市計画道路 橿原高取線は、起点を橿原市雲梯町、終点を高取町清水谷とし、橿原市及び高取町を南北に縦断する標準幅員２６ｍ、４車線、延長約９，２６０ｍの幹線街路である。 当初、平成９年に国道１６９号のバイパス道路として都市計画決定され、最終平成１５年に車線明記が行われている。   ２．都市計画道路変更の内容 （１）変更の理由 橿原高取線は、平成９年当時、国道１６９号の橿原市から高取町に至る区間の交通混雑が著しいことから、橿原市や高取町市街地での交通混雑の緩和を図るとともに、吉野地域と大和平野両地域間の交通流動を円滑化し、両地域の連携を強化するために都市計画決定され、現在、高取町兵庫から高取町清水谷間が事業中である。 平成２１年、将来交通量が大幅に減少すると予測されたことを受け、県内の既存ネットワークを有効に活用する観点から広域幹線道路の見直しを行った結果、橿原高取線の事業未着手区間については、京奈和自動車道及び国道１６９号が広域幹線道路としての機能を受け持つことが可能となり、４車線の広域幹線道路としての必要性を見直すこととなった。 今回の変更は、社会情勢の変化を踏まえ、「奈良県都市計画道路の見直しガイドライン」（平成２２年 奈良県）に沿って、橿原市雲梯町～橿原市川西町間（以下「当該区間」という。）の必要性を検証した結果、現行の４車線の都市計画道路としての機能は必要性が認められないため、廃止するものである。 なお、当該区間の周辺では、平成２４年に新沢千塚古墳群公園が都市計画決定され、また、平成２６年には奈良県広域消防組合の設立により旧中和広域消防署が本部機能を受け持つこととなるなど地域の状況も変化してきている。当該区間の廃止に伴い、橿原市と連携し生活幹線道路としての必要性を検討した結果、橿原市は近鉄大阪線による南北分断の解消が地域最大の課題と考えていることから２車線の道路がまちづくりに必要と判断し、新たに都市計画決定する方針である。  （２）変更の内容 （都）橿原高取線について以下の変更を行う。 ・橿原市雲梯町～橿原市川西町間（Ｌ＝約２，３５０ｍ）を廃止する。  


